
２ 健康福祉局の計画・構想等 

（平成 31年 4月 1日現在） 

計画・構想名〔策定年月〕 期  間 内  容 根拠法令 

災害応急救助物資備

蓄調査検討報告書 

〔Ｈ9.11，Ｈ20.5一部

見直し〕 

※期間は特に設

定していない 

【目的】広島県地域防災計画に基づく，被災者への迅速で円

滑な災害応急救助物資供給体制の確立を図る。 

【内容】県として必要な物資の備蓄（数量，品目等）・調達及

び供給に関する基本的指針についての検討報告書 

 

ひろしまファミリー

夢プラン 

〔Ｈ27.3〕 

Ｈ27～Ｒ1年度 

【目的】『「家族で住むならこのまちで！」と選ばれるファミ

リーフレンドリーな魅力あふれる広島県』をめざす姿として，

結婚を希望する人が出会い・結婚でき，子供を希望する人が

安心して妊娠・出産でき，希望する時に安心して子供を預け

て働くことができ，すべての県民が子供と子育てを支え，す

べての子供たちが健やかに育つ地域・社会の形成を図る。 

【内容】次世代育成支援の具体的な目標やその推進方策を定

めた行動計画 

次世代育成支

援対策推進法 

第 9条 

児童福祉法 

第 56条の 9 

広島県家庭的養護推

進計画 

〔Ｈ27.3〕 

Ｈ27～Ｒ11年度 

【目的】社会的養護を必要とする子供に，できるだけ家庭に

近い生活環境を提供し，心身ともに健やかに育成され，自立

した日常生活ができるように支援するため，児童養護施設及

び乳児院におけるケア単位の小規模化や家庭養護の推進を図

る。 

【内容】社会的養護体制の充実にかかる具体的推進計画 

 

広島県ひとり親家庭

等自立促進計画 

〔Ｈ27.3〕 

Ｈ27～Ｒ1年度 

【目的】ひとり親家庭等（母子家庭・父子家庭・寡婦）の自

立支援等の総合的・計画的な施策の推進を図る。 

【内容】子育て・生活・就業支援体制の充実等施策の基本目

標 

母子及び父子

並びに寡婦福

祉法第 12条 

広島県子どもの貧困

対策計画 

〔Ｈ27.3〕 

Ｈ27～Ｒ1年度 

【目的】国が策定した子供の貧困対策大綱に呼応した県の施

策の総合的な推進を図る。 

【内容】貧困の状況にある子供やその保護者に対する教育の

支援，生活の支援，保護者の就労の支援，経済的支援の推進 

子どもの貧困

対策の推進に

関する法律第 9

条 

広島県配偶者からの

暴力の防止及び被害

者の保護等に関する

基本計画（第 3次） 

〔Ｈ28.8〕 

Ｈ28～Ｒ2年度 

【目的】配偶者からの暴力（ＤＶ）の防止及び被害者の保護

に関する施策を定め，計画的に推進することにより，配偶者

からの暴力におびえることなく心身ともに安定して暮らすこ

とができる社会の実現を目指す。 

【内容】ＤＶ対策の基本施策やその推進のための取組を定め

た計画 

配偶者からの

暴力の防止及

び被害者の保

護等に関する

法律 第 2 条

の 3第 1項 

第 7次広島県保健医療 

計画 

〔Ｈ30.3〕 

Ｈ30～Ｒ5年度 

【目的】県内どこに住んでいても，生涯にわたっていきいき

と暮らすことができるよう，質が高く安心できる保健医療提

供体制を地域包括ケアシステムと一体的に構築する。 

【内容】保健医療圏の設定，基準病床数の算定，保健医療の

推進に関する具体的な方策，疾病・事業ごとの医療連携体制

等 

医療法 

第 30 条の 4 第

1項 

広島県がん対策推進計

画 

〔Ｈ30.3〕 

Ｈ30～Ｒ5年度 

【目的】「がん対策日本一」の実現に向けた総合的な施策の推

進を図る。 

【内容】がん対策の３つの柱（がんの予防・がん検診，がん

医療，がんとの共生）による「がん対策日本一」の実現に向

けた目標，具体的な取組，各主体の役割と行動計画 

がん対策基本

法 

第 12条第 1項 

広島県医療費適正化計

画 

〔Ｈ30.3〕 

Ｈ30～Ｒ5年度 

【目的】県民の健康増進や医療の効率的な提供を通じた医療

費の適正化を総合的かつ計画的に推進する。 

【内容】医療費適正化の実現に向けた目標値の設定と施策の実

施 

高齢者の医療

の確保に関す

る法律第 9条 

広島県感染症予防計

画 

〔Ｈ24.4〕 

※期間は特に設

定していない 

【目的】時代に即した感染症予防対策を推進する。 

【内容】地域の実情に即した医療体制及び緊急時の国・市町

との連携・連絡体制の確保，感染症に関する研究人材養成及

び知識の普及の計画的な推進等，感染症発生の予防及びまん

延の防止対策 

感染症の予防

及び感染症の

患者に対する

医療に関する

法律第 10条 
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計画・構想名〔策定年月〕 期  間 内  容 根拠法令 

広島県結核予防推進

プラン 

〔Ｈ29.3〕 

Ｈ29～Ｒ2年度 

【目的】結核対策を総合的に推進することにより，近い将来，

結核を公衆衛生上の課題から解消する。 

【内容】まん延防止対策，適切な医療の提供を推進するとと

もに結核対策を行う人材の養成に努める。 

 

いのち支える広島プ

ラン（第 2次広島県自

殺対策推進計画） 

〔Ｈ31.3見直し〕 

Ｈ31～Ｒ4年度 

【目的】「自殺は，その多くが追い込まれた末の死である」と

の基本認識のもと，「誰も自殺に追い込まれることのない広島

県」を目指す。 

【内容】自殺死亡率の減少を総括目標とし，生きる支援に関

する取組を，基本施策，重点施策，生きる支援関連施策に区

分して包括的な自殺対策を推進する。 

自殺対策基本

法第 13条 

広島県アルコール健

康障害対策推進計画 

〔Ｈ29.3〕 

Ｈ29～Ｒ3年度 

【目的】不適切な飲酒の防止により，本人の健康問題及び重

大な社会問題の発生を低減し，安心して暮らすことのできる

社会の実現を目指す。 

【内容】多量飲酒する人の割合の減少，アルコール健康障害

に関する相談の増加，早期介入・専門医療機関への橋渡しを

行うアルコール健康障害サポート医の養成，アルコール健康

障害サポート医と専門医療機関の連携の推進を目標とする。 

アルコール健

康障害対策基

本法第 14条 

健康ひろしま 21（第 2

次） 

〔Ｈ25.3（Ｈ30.3 改

定）〕 

Ｈ25～Ｒ5年度 

【目的】県民が一生を通して心身ともに健康であることを実

感できるよう，県民の生活の質の向上と個人を取り巻く関係

団体等の連携による社会環境の質の向上に取り組む。 

【内容】健康寿命の延伸を総括目標とし，具体的な目標やそ

の推進方策を定めた計画 

健康増進法 

第 8条第 1項 

第３次広島県食育推

進計画 

〔Ｈ30.3〕 

Ｈ30～Ｒ5年度 

【目的】食に関する適切な判断力を養い，生涯にわたって健

全な食生活を実現することにより，県民の心身の健康増進と

豊かな人間形成を目指し，県民，関係団体及び事業者等の協

働・連携により食育に関する施策を展開する。 

【内容】食育推進施策の基本的な方針と目標値の設定 

食育基本法 

第 17条 

広島県水道整備基本

構想（第 2次） 

〔Ｈ14.3（Ｈ23.3 改

定）〕 

Ｈ13～Ｒ2年度 

【目的】「安全・安心」な水の「安定した」供給を持続するた

め，水道に関わる県及び県内水道関係者の役割を明確にし，

県民への給水サービス向上の取組を一層進める。 

【内容】目標実現のための施策及びその実現方策と県及び市

町（水道事業者等及び行政担当部局）の役割 

 

広島県食品の安全に

関する基本方針及び

推進プラン 

〔Ｈ27.3〕 

Ｈ27～Ｒ1年度 

【目的】食品の安全・安心を確保し，県民の健全な食生活の

実現と健康の保護を図る。 

【内容】 

（基本方針）行政が取り組むべき施策，生産者，事業者の役

割と消費者の取組の方向性を示した指針 

（プラン）基本方針に基づき，施策体系を「衛生管理」，「食

品表示」，「リスクコミュニケーション」，「危機管理」，「人材

育成」の 5つに整理し，生産から消費に至る各段階において，

消費者，生産者，事業者及び行政の数値目標と取組を示す実

施計画 

 

広島県食品衛生監視

指導計画 

〔Ｈ30.3〕 

毎年度 

【目的】「食品衛生法」及び「広島県食品の安全に関する基本

方針」に基づき，重点的かつ効果的な立入検査及び食品の試

験検査等を行い，食中毒や食品表示偽装等の未然防止を図る。 

【内容】平成 30年度に広島県が実施する食品衛生に関する監

視指導の計画 

食品衛生法 

第 24条 

広島県動物愛護管理

推進計画 

〔Ｈ20.3（Ｈ26.3 改

定）〕 

Ｈ20～Ｒ5年度 

【目的】人と動物との調和のとれた共生社会を実現するため，

地域住民，動物飼養者，関係団体，市町，広島県等が協働し

て動物愛護管理の推進を図る。 

【内容】動物の愛護管理に関わる様々な主体に共通の行動指

針 

動物の愛護及

び管理に関す

る法律第 6条 
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計画・構想名〔策定年月〕 期  間 内  容 根拠法令 

広島県障害者プラン 

〔Ｈ31.3〕 
Ｈ31～Ｒ5年度 

【目的】「すべての県民が障害の有無にかかわらず，広島に生

まれ，育ち，住み，働いて良かったと心から思え，相互に人

格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現」すること

を基本理念として，障害者の自立及び社会参加の支援等のた

めの施策の基本的な方向を定める。 

【内容】分野別施策の基本的方向とプラン関連成果目標等 

障害者基本法 

第 11条 

広 島 県 障 害 福 祉 計

画・広島県障害児福祉

計画 

〔Ｈ30.3〕 

Ｈ30～Ｒ2年度 

【目的】市町の障害福祉計画の達成に資するため，広域的な

見地から障害福祉サービス，相談支援及び障害児通所支援等

の提供体制の確保について定める。 

【内容】成果目標と目標の達成に向けた取組，障害福祉サー

ビス等の見込み量（広島県障害者プランの生活支援に関する

実施計画） 

障害者総合支

援法第 89条 

児童福祉法第

33条の 2 

第 7期ひろしま高齢者

プラン（広島県老人福

祉計画・介護保険事業

支援計画・介護給付適

正化計画） 

〔Ｈ30.3〕 

Ｈ30～Ｒ2年度 

【目的】切れ目のない医療・介護提供体制の整備や高齢者を

対象にした介護予防，要支援者等の自立支援を促すケアマネ

ジメントの取組により，令和７年になっても，高齢者がいき

いきと暮らすことができる広島県を目指し，今後 3 年間で進

める「地域包括ケアシステムの強化」の方向性を示す。 

【内容】市町老人福祉計画・介護保険事業計画の数値を基礎

とし，これらの計画の達成を支援するための施策や，市町が

行う介護給付等に要する費用の適正化への取組への支援策 

老人福祉法 

第 20条の 9 

介護保険法 

第 118条 

第 3次広島県肝炎対策

計画 

〔Ｈ29.3〕 

Ｈ29～Ｒ3年度 

【目的】肝炎患者等を早期に発見し，安心して治療が受けら

れる社会を構築する。 

【内容】本県の肝炎対策の現状と課題を踏まえ，関係者が一

体となって取り組むべき施策を示した実施計画 

肝炎対策基本

法第 4条 

第 2次広島県歯と口腔

の健康づくり推進計

画 

〔Ｈ30.3〕 

Ｈ30～Ｒ5年度 

【目的】生涯を通じた県民の歯と口腔の健康づくりを支援す

るための施策の総合的かつ計画的な推進を図る。 

【内容】本県の歯科口腔保健対策の現状と課題を踏まえ，目

指す姿や目標値，目標達成のための取組を示した実施計画 

歯科口腔保健

の推進に関す

る法律第 13条 

「遊び 学び 育つ 

ひろしまっ子！」推進

プラン 

〔Ｈ29.2〕 

Ｈ28～Ｒ2年度 

【目的】子どもが育つ環境に関らず，県内すべての乳幼児に，

乳幼児期に育みたい力の育成に向けた家庭や園・所等におけ

る教育・保育が行われ，小学校以降の教育の基礎が培われる

よう，「オール広島県」で取り組むための目指す乳幼児の姿と，

本県の乳幼児期の教育・保育の基本的な考え方を示す。 

【内容】今後概ね 5 年間の県の施策の方向性と取り
組み内容を明らかにする。 

 

（注）主な中・長期の計画及び構想等を記載している。（順不同）  
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